
○　免許証の有効期間を過ぎると免許証が有効期限切れとなり、車の運転ができなくなりますので、

区分

○更新連絡書（はがき）

○現在所持する運転免許証（行政処分中の方は免許停止処分通知書）

○警察署で手続きをされる方は申請用写真１枚

       運転免許センターで手続きをされる方は写真不要です。

※免許証の記載事項の変更を同時に行う場合

※期間前更新（業務・入院・海外渡航等のため）を受けようとする方は印鑑が必要です。

区分
一般運転者講習

に該当する方

更新手数料 ２，５００円

講習手数料 ８００円

計 ３,３００円

運転免許センターで手続をされる方
住所地の警察署又は森吉、二ツ井、矢島、にかほ、美
郷、増田、羽後の各交番で手続をされる方

運転免許証の更新はお忘れなく

～運転免許証の更新手続きについて～

○　運転免許証の更新手続きは、免許証の有効期間が満了する誕生日の１か月前から誕生日を１か月経
過する日までの２か月間の間に行ってください。

○　「優良講習」の方は誕生日の１か月前から誕生日までの間に限り、秋田県以外の都道府県を経由して
更新手続ができます。手続方法については、申請する都道府県の運転免許センターに確認してください。

早めに更新手続きをしてください。

※更新期間中の方は、更新手続きと同時に再交付手続きをすることができます。
(県外からの住所変更と同時申請の方は日曜日の手続ができません。）

受付時間等

午前８：３０～９：３０
午後１：００～１：５０

午前８：３０～１２：００
午後１：００～　４：００

（森吉幹部交番は午前８：３０～１２：００）

土曜日・祝日・振替休日及び年末年始
の休日は手続きはできません。

土曜日・日曜日・祝日・振替休日及び年末年始の
休日は手続きはできません。

（日曜日も更新手続きできます。）
※秋田県以外に住所のある方で、住所変更を
しないで更新する場合は平日のみの扱いとな
ります。
　手続きが異なりますのでお問い合せくださ
い。

※秋田中央署・秋田臨港署・秋田東署では手続
きができませんので秋田市にお住まいの方は運転
免許センターで手続きをして下さい。

必要なもの

　（申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの、サイズは縦３cm×
横２，４㎝、白黒でも可）

※警察署で手続きをされる方は、申請用写真で免許証を作成しますので、明るく、鮮明
　 な写真を持参してください。

   ・本籍・氏名・生年月日を変更する場合は本籍記載の住民票を提出していただきます。
     外国人の方には、国籍の記載された住民票を提出していただきます。
　　 (在留カード、旅券など手続きで確認させていただく場合があります。)
　
　 ・住所変更だけの場合は、住所と氏名を確認できる書類を提示していただきます。
　　（住民票、住民基本カード、官公庁発行の通知書及び郵便物、公共料金の領収書、
     健康保険証等で住所、氏名が印刷されているもの。)

または最寄りの警察署（免許受付）まで

＜手　数　料＞

優良運転者講習
に該当する方

違反・初心運転者講習に
該当する方

２,５００円 ２,５００円

５００円 １,３５０円

３,０００円 ３,８５０円

お問い合せ先
運転免許センター　TEL　０１８－８２４－３７３８


